
目安ランク区分見直しの考え方 

 

・ 47 都道府県の総合指数の差、分布状況に鑑みると、格差が縮小傾向である

ことから、ランク区分の数を減少させることに相当の理由があると考えられ

る。  

・ ランク区分の数が多ければ、その分、ランクごとに目安額の差が生じ、地域

別最低賃金額の差が開く可能性が高くなることを踏まえ、ランク区分の数を

減らす。なお、これまで４つの目安額を示した年度に比べ３つ以下の年度では、

ランクごとの目安額の差が小さい。  

・ 平成 26 年度以降、４ランクとしつつも、目安審議における検討の結果目安

額を３つ又は２つとした年度があることから、目安額を４つ示すほどの差が

つきづらくなっていると言える。このため、最大３つの目安を示す構造となる

ことで大きな混乱は生じにくく、かつ、ランクを減らすことの合理性もあると

考えられる。  

・ ランク数の変化による影響をできるだけ軽減するため、現行の４ランクから

１つランク数を減らした３ランクとする。 

【中央最低賃金審議会目安制度の在り方に関する全員協議会報告（令和５年４月６日）より】 

 

 

 

 

【令和５年度から適用される目安のランク】 


